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国
民
年
金
の
「
第
３
号
被
保
険
者
」（
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い

る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
）は
、
本
人
が
就
職
し

た
と
き
だ
け
で
な
く
配
偶
者
が
転
職
・
退
職
し
た
と
き
な
ど
に
も
届
け
出
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
と
、
ご
本
人
で
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
未
加

入
期
間
や
未
納
期
間
と
な
り
、
将
来
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
減
額
さ

れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
配
偶
者
が
退
職
・
65
歳
到
達
・
死
亡
し
た
と
き

　

 （
３
号
か
ら
１
号
へ
‥
‥
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け
出
）

■ 

本
人
の
収
入
増
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配
偶
者
の
扶
養
で
な
く
な
っ
た
と
き

　

 （
３
号
か
ら
１
号
へ
‥
‥
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け
出
）

■ 

配
偶
者
が
転
職
し
た
と
き（
退
職
し
た
翌
日
に
再
就
職
し
た
と
き
）

　

 （
３
号
の
種
別
確
認
‥
‥
転
職
後
の
勤
務
先
事
業
所
か
ら
年
金
事
務
所
へ
届
け

出
）

　

く
わ
し
く
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課 

（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

第
３
号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の

転
職
や
退
職
等
に
よ
っ
て
も
届
け
出
が
必
要
で
す

国

民

年

金

砂防基礎調査に伴う
民地への立入りについて

　県では｢土砂災害防止法｣に基づく土砂災害警戒区

域の指定を行っておりますが、概ね５年に１度、指定

区域の見直しを行う必要があるため､対象箇所につい

て現地調査を行います。その際に調査会社の調査員が

皆さんの土地に立ち入って、現地調査をする場合があ

りますので、ご理解・ご協力をお願いします。なお、

調査員は県発行の身分証明証を携行して現地調査を行

います。

● 調査範囲　 高山村全域（土砂災害法に基づく土砂災

害警戒区域周辺）

●調査期間　平成31年４月上旬～令和元年10月下旬

●調査会社　株式会社エイト日本技術開発

６月は廃棄物適正処理
推進強化月間です

　県では、廃棄物の不法投棄や不法焼却などの不適正

な処理を防止するため、６月を「廃棄物適正処理推進

強化月間」と定めています。

　不法投棄などの不適正処理は、未然防止と早期発見

がとても重要です。地域の環境は地域で守る観点から、

不適正処理の情報（日時や場所など）の提供にご協力を

お願いします。

《通報先》
廃棄物・リサイクル課不法投棄対策第１係・第２
係（☎027－226－2865（内2865/2866））また
は吾妻森林環境事務所（☎0279-75－4611）、休
日 夜 間 も 産 業 廃 棄 物110番（ ☎0120－81－
5324（ハイゴミツーホー））で受け付けます。

《お問い合わせ》
群馬県中之条土木事務所　企画調査係

☎0279－75－3047
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派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
に
向

け
て
、
派
遣
元
、
派
遣
先
に
雇
用

形
態
に
関
わ
ら
な
い
待
遇
の
確
保

を
図
る
た
め
の
一
定
の
義
務
が
課

さ
れ
ま
す
。

　

施
行
日
は
２
０
２
０
年
４
月
１

日
以
降
締
結
さ
れ
た
労
働
者
派
遣

契
約
だ
け
で
な
く
、
施
行
日
を
ま

た
ぐ
契
約
も
施
行
日
か
ら
改
正
法

の
適
用
を
受
け
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
の
法
律
で
は
、
労

働
者
派
遣
事
業
を
行
う
た
め
に
は

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
が
必
要
で

す
。
許
可
を
受
け
て
い
な
い
無
許

可
業
者
か
ら
派
遣
労
働
者
を
受
入

れ
な
い
よ
う
許
可
証（
許
可
番
号
）

を
必
ず
確
認
す
る
な
ど
、
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
群
馬
労
働
局　

需

給
調
整
事
業
室（
☎
０
２
７
・
２

１
０
・
５
１
０
５
）ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
０
２
０
年
４
月
１
日

か
ら
改
正
労
働
者
派
遣

法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

国税に関するご相談・質問は、電話にてお問い合わせください！

国税について調べる 申告書を作成する

よくある国税のご質問は国税庁ホームページ

「タックスアンサー」で調べることができます。

 （24時間利用可能）

所得税等の申告書は
国税庁ホームページ

「確定申告書等作成コーナー」
で作成できます。
 （24時間利用可能）タックスアンサー 検 索

税務署での面接相談を希望される場合は、お待たせしないよう

事前に相談日時等の予約をお願いしています。

中之条税務署（☎0279－75－3355）

法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など、一般的なご相談は、

「電話相談センター」をご利用ください。
※電話の受付は月曜日〜金曜日８:30〜17:00（祝日等及び年末年始を除きます。）

税務署に電話 電話相談センター「１」を選択

自動音声案内



14広報

information
くらしの情報

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
で
は
、

令
和
２
年
度
に
採
用
す
る
職
員
を
募
集
し

ま
す
。（
採
用
日　

令
和
２
年
４
月
１
日
）

●
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

消
防
職　

５
名

　

介
護
職　

 

１
名（
吾
妻
養
護
老
人
ホ
ー

ム
勤
務
）

●
受
験
資
格

　

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ

れ
ぞ
れ
③
、
④
の
条
件
を
満
た
す
者
。

① 

高
等
学
校
を
卒
業
ま
た
は
令
和
２
年
３

月
卒
業
見
込
み
の
者
。

② 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
者

ま
た
は
令
和
２
年
３
月
ま
で
に
合
格
見

込
み
の
者
。　

消
防
職

③ 

採
用
後
、
吾
妻
郡
内
に
居
住
で
き
る
こ

と
。

④ 

平
成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
14
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

介
護
職

③ 

介
護
福
祉
士
ま
た
は
来
春
ま
で
に
取
得

予
定
の
者
。

④ 

昭
和
55
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
14
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。

●
試
験
日
・
内
容
・
会
場

○ 

第
１
次
試
験
（
群
馬
県
町
村
会
が
実
施

す
る
県
内
町
村
職
員
採
用
統
一
試
験
）

　

期
日　

令
和
元
年
９
月
22
日（
日
）

吾
妻
広
域
町
村
圏
振

興
整
備
組
合

消
防
職
員
・
介
護
職
員

の
募
集
に
つ
い
て

　

内
容　

教
養
試
験
及
び
適
性
検
査

　

 

会
場　

 

バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル

　
（
中
之
条
町
大
字
西
中
之
条
１
３
５
）

○ 

第
２
次
・
３
次
試
験（
第
１
次
・
２
次
試

験
合
格
者
を
対
象
と
す
る
）

　

※
介
護
職
は
２
次
試
験
ま
で

　

 

内
容　

 

作
文
・
口
述
試
験（
面
接
）・
体

力
試
験（
消
防
職
の
み
）

　

 

期
日　

 

令
和
元
年
10
月
中
旬
か
ら
11
月

下
旬

　

会
場　

バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル　

他

●
受
験
申
し
込
み
期
間

　

令
和
元
年
７
月
１
日
〜
７
月
31
日

※
受
験
申
し
込
み
書
は
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
１
日
以
降
吾
妻
広
域
事
務

局
並
び
に
、
消
防
職
は
消
防
各
署
、
介
護

職
は
吾
妻
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
用
意
し
ま

す
。

●
申
し
込
み
方
法

簡
易
書
留
ま
た
は
特
定
記
録
郵
便（
７
月

31
日
必
着
）、
あ
る
い
は
直
接
持
参
で
吾

妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
事
務
局
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
事
務
局

〒
３
７
７

－

０
４
２
５　

群
馬
県
吾
妻
郡

中
之
条
町
大
字
西
中
之
条
１
３
５
番
地

（
バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル
２
階
）　

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
４
７
０
０

　

詳
し
く
は
吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

h
ttp

://w
w

w
.a

g
a
-k

o
u
ik

i.jp
/

（
ま
た

は
、「
あ
が
つ
ま
広
域
」
で
検
索
し
て
く
だ

さ
い
。）

　

税
務
署
や
国
税
局
で
「
税
の
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
」と
し
て
勤
務
す
る
税
務
職
員（
国

家
公
務
員
）を
募
集
し
ま
す
。

●
受
験
資
格　

① 

平
成
31
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高
等
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
及
び
令
和
２
年（
２
０
２

０
年
）３
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は
中

等
教
育
学
校
卒
業
見
込
み
の
者　

② 

人
事
院
が
上
記
１
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者

●
試
験
の
程
度　

高
等
学
校
卒
業
程
度

●
申
し
込
み
方
法
等　

【
原
則
】イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

　

次
の
ア
ド
レ
ス
へ
ア
ク
セ
ス
し
、説
明

に
従
い
入
力
す
る
。　

http://www.jinji-

shiken.go.jp/juken.htm
l

●
受
付
期
間　

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）

６
月
17
日（
月
）午
前
９
時
〜
６
月
26
日

（
水
）［
受
信
有
効
﹈　

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
が
で
き
な

い
場
合
】郵
送
又
は
持
参

●
お
問
い
合
わ
せ
先　

第
１
次
試
験
地
を

所
轄
す
る
国
税
局（
沖
縄
国
税
事
務
所
）

●
受
付
期
間　

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）

６
月
17
日（
月
）〜
６
月
19
日（
水
）﹇
通
信

日
付
印
有
効
﹈

●
試
験
日　

第
１
次
試
験
日

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）９
月
１
日（
日
）

第
２
次
試
験
日

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）10
月
９
日（
水
）

〜
10
月
18
日（
金
）の
い
ず
れ
か
第
１
次
試

験
合
格
通
知
書
で
指
定
す
る
日
時

●
合
格
者
発
表
日

第
１
時
試
験
合
格
者

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）10
月
３
日（
木
）

最
終
合
格
者

令
和
元
年（
２
０
１
９
年
）11
月
12
日（
火
）

●
お
問
い
合
わ
せ
先

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ　

人
事
院
人
材
局
試
験
課　

☎
０

３
・
３
５
８
１
・
５
３
１
１
・
内
線
２
３
３
２

又
は
２
３
３
３　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

○
上
記
以
外
の
問
い
合
わ
せ　

関
東
信
越

国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係　

☎
０
４

８
・
６
０
０
・
３
１
１
１　

内
線
２
０
９

７　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時（
土
・

日
曜
日
及
び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

ス
ト
ッ
プ　

不
法
電
波

　

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化

期
間
」
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く
利
用
し

て
い
た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動
及
び

不
法
無
線
局
の
取
締
り
を
強
化
し
ま
す
。

　

電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な
い
大

切
な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル
は
み
ん

な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
関
東
総
合
通
信
局

○
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９

○
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
４
５

○ 

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受
信
相

談　

☎
０
３
・
６
２
３
８
・
１
９
４
４

平
成
31
年
度（
２
０
１
９
年
度
）

税
務
職
員
採
用
試
験


